
審 査 メ モ（その３） 

１ 農業経営統計調査の変更 

（３）報告を求める事項の変更

ウ 生産費調査票関係

（カ）対象品目の生産のために使用した資材等を把握する調査事項【全ての生産費調査票

（農畜産物の種類に応じた調査事項を設定）】 

農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における農畜産

物の生産のために使用した資材等の状況を明らかにするため、①種苗の使用数量・購

入金額、②肥料の使用数量・購入金額、③飼料の使用数量・購入金額、④農業薬剤の

購入金額、⑤種付料等、⑥敷料の購入金額等、⑦光熱動力の購入金額・使用数量、⑧

獣医師料及び医薬品費、⑨草地費、⑩賃借料及び料金、⑪その他資材の使用量・金額

等を把握する調査事項を再編する。 

【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 

資料２－３ 
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【牛乳生産費調査の場合】 
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（審査状況） 

ア 農畜産物の生産を行う農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における当該農

畜産物の生産に使用した資材等の状況を明らかにするため、農産物に係る生産費調査票

においては、従来の現金出納帳、作業日誌及び経営台帳への記入に替えて、①種子及び

苗の使用数量及び購入金額、②肥料の使用数量及び購入金額、③農業薬剤の購入金額、

④動力燃料の使用数量及び使用金額、⑤賃借料及び料金、⑥その他資材の使用数量・購

入金額を、また、畜産物に係る生産費調査票においては、①飼料の購入・給与数量及び

購入金額、②種付料金及び種付回数（注）、③敷料の購入金額及び使用数量、④光熱動力燃

料の購入金額及び使用数量、⑤獣医師料及び医薬品費、⑥賃借料及び料金（共同負担金

等）、⑦草地費（草地開発及び土地改良の負担金）（注）、⑨その他資材の使用数量・購入金

額を、品目別に把握する計画である。 

 （注）育成牛・肥育牛生産費調査票では、②種付料金及び種付回数、また、肥育豚生産費調査票では、⑧草

地開発及び土地改良等の料金に係る調査事項を設けていない。 

イ これらについては、報告者の記入負担抑制にも留意しつつ、効率的な調査の実施や調

査結果の正確性向上を図るとともに、施策ニーズ等の結果利用の変化に対応するもので

あり、おおむね適当と考えるが、報告者負担の抑制や調査結果の利活用促進等の観点か

らみて、必要かつ適切なものとなっているか等について確認する必要がある。 

 

（論点） 

ａ これらの調査事項については、それぞれ具体的にどのような結果の利活用を想定し

て設定しているのか。また、それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応する

ものとなっているか。 

ｂ これらの調査事項については、現在の日誌類への記入においても、記入を求めてい

るものか。これまでは、区分した記入を求めていなかったものの、今回、新たに把握

することとした事項はないか。また、これまでの記入に当たって、記入負担が重い、

あるいは記入が困難なことなどから、把握が低調となっている調査事項はないか。 

ｃ 当該農畜産物の生産において、他の農畜産物の生産との兼用で当該資材を使用して

いる場合、その使用割合を把握するに当たって、作付面積や飼養頭数等を目安として

把握する方法は適切か。 

ｄ 資材名等を記入する欄について、不足した場合は、どのように対応するのか。 

ｅ これらの調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、調査結果の正

確性の確保等の観点から、改善の余地はないか。 
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（キ）物件税及び公課諸負担等を把握する調査事項【全ての生産費調査票】 

農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における当該農

畜産物の生産に関係する負担金の実態を明らかにするため、①物件税、②公課諸負担、

③土地改良区費及び水利費等、④消費税、⑥借入金（買掛未払金を含む。）及び支払利

子、⑦出荷に要した経費を把握する調査事項を再編する。 

【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 
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【子牛生産費調査の場合】 
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（審査状況） 

ア 農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）が当該農畜産物の

生産に関係して支払った租税公課等の実態を明らかにするため、農産物に係る生産費調

査票においては、従来の現金出納帳、作業日誌及び経営台帳への記入に替えて、それぞ

れ以下の事項を、品目別に把握する計画である。 

 

≪農産物に係る生産費調査票の場合≫ 

ⅰ）物件税（固定資産税、不動産取得税、自動車取得税等） 

ⅱ）公課諸負担（農業協同組合費、集落協議会費、農業共済組合賦課金等） 

ⅲ）土地改良区費（ほ場整備事業、農地開発事業等に係る維持負担金及び償還金） 

ⅳ）水利費（水利組合費、揚水ポンプ組合費等） 

ⅴ）借入金（短期借入金、長期借入金及び買掛未払金の未償還残高及び支払利子額) 

 

≪畜産物に係る生産費調査票の場合≫ 

ⅰ）物件税（固定資産税、不動産取得税、自動車取得税等） 

ⅱ）公課諸負担（農業協同組合費、集落協議会費、家畜共済組合賦課金等） 

ⅲ）酪農分の消費税額 

ⅳ）借入金及び買掛未払金の未償還残高及び支払利子額 

ⅴ）出荷に要した資材や作業の料金及び労働時間（注） 

（注）牛乳生産費調査票では、出荷に要した資材や作業の料金及び労働時間について把握していない。 

 

イ これらについては、報告者の記入負担抑制にも留意しつつ、効率的な調査の実施や調

査結果の正確性向上を図るとともに、施策ニーズ等の結果利用の変化に対応するもので

あり、おおむね適当と考えるが、報告者負担の抑制や調査結果の利活用促進等の観点か

らみて、必要かつ適切なものとなっているか等について確認する必要がある。 

 

（論点） 

ａ これらの調査事項については、それぞれ具体的にどのような結果の利活用を想定し

て設定しているのか。また、それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応する

ものとなっているか。 

ｂ これらの調査事項については、現在の日誌類への記入においても、記入を求めてい

るものか。これまでは、区分した記入を求めていなかったものの、今回、新たに把握
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することとした事項はないか。また、これまでの記入に当たって、記入負担が重い、

あるいは記入が困難なことなどから、把握が低調となっている調査事項はないか。 

ｃ 当該農畜産物の生産において、他の農畜産物の生産と兼用している場合、その使用

割合を把握するに当たって、使用面積割合等を目安として把握する方法は適切か。 

ｄ これらの調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、調査結果の正

確性の確保等の観点から、改善の余地はないか。 
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（ク）建物及び構築物の所有状況等を把握する調査事項【全ての生産費調査票】 

農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における当該農

畜産物の生産のために使用した建物及び構築物の所有状況等を明らかにするため、①

建物及び構築物の所有状況、②自動車の所有状況、③農業機械の所有状況、④農具の

購入費等を把握する調査事項を再編する。 

【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 
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（審査状況） 

ア 農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）が当該農畜産物の

生産のために使用した建物及び構築物の所有状況等を明らかにするため、全ての生産費

調査票においては、従来の現金出納帳、作業日誌及び経営台帳への記入に替えて、①建

物及び構築物の取得価額、修繕費、保険料等、②自動車の取得価額、修繕費、自動車保

険料等、③農業機械の取得価額、修繕費、保険料等、④農具、農業被服等の購入費及び

生産管理関係の費用（コピー用紙やプリンタトナー等の事務用品の購入費、研修参加料
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等の技能習得に係る費用、電話代・通信費等）を、品目別に把握する計画である。 

 

イ これらについては、報告者の記入負担抑制にも留意しつつ、効率的な調査の実施や調

査結果の正確性向上を図るとともに、施策ニーズ等の結果利用の変化に対応するもので

あり、おおむね適当と考えるが、調査結果の更なる利活用や報告者負担の抑制や調査結

果の利活用促進等の観点からみて、必要かつ適切なものとなっているか等について確認

する必要がある。 

 

（論点） 

ａ これらの調査事項については、それぞれ具体的にどのような利活用を想定して設定

しているのか。また、それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものと

なっているか。 

ｂ これらの調査事項については、現在の日誌類への記入においても、記入を求めてい

るものか。これまでは、区分した記入を求めていなかったものの、今回、新たに把握

することとした事項はないか。また、これまでの記入に当たって、記入負担が重い、

あるいは記入が困難なことなどから、把握が低調となっている調査事項はないか。 

ｃ 当該農畜産物の生産において、他の農畜産物の生産と兼用している場合、その使用

割合を把握するに当たって、使用面積割合等を目安として把握する方法は適切か。 

ｄ これらの調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、調査結果の正

確性の確保等の観点から、改善の余地はないか。 
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（ケ）土地の面積及び地代を把握する調査事項【全ての生産費調査票】

農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における農畜産

物の生産のために作付け・使用した土地の面積等の実態を明らかにするため、①所有

地の面積、②借入地の面積及び地代・賃借料を把握する調査事項を再編する。 

【麦類生産費調査（個別経営体用）の場合】 

【牛乳生産費調査の場合】 

（審査状況） 

ア 農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）において当該農畜

産物の生産のために使用した土地（所有地及び借入地）の面積等の実態を明らかにする

ため、農産物に係る生産費調査票においては、従来の現金出納帳、作業日誌及び経営台

帳への記入に替えて、以下の事項について品目別に把握する計画である。 
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≪農産物に係る生産費調査票（個別経営体用・組織法人経営体用）≫ 

① 所有地（作付地）の団地（ほ場）ごとの土地台帳面積、作付実面積等（注）

② 所有地（建物敷地等）の敷地ごとの総面積及び使用面積等

③ 借入地（作付地）の団地（ほ場）ごとの土地台帳面積、作付実面積及び支払地代

等（注）

④ 借入地（建物敷地等）の敷地ごとの総面積、使用面積及び支払賃借料等

≪畜産物に係る生産費調査票≫ 

① 所有地のほ場ごとの実面積等

② 借入地のほ場ごとの実面積及び支払地代等

（注）米生産費統計調査票（個別経営体用・組織法人経営体用）以外の農産物に係る生産費調査票では、地

目（田畑の別）に係る調査項目を設けている。 

イ これらについては、報告者の記入負担抑制にも留意しつつ、効率的な調査の実施や調

査結果の正確性向上を図るとともに、施策ニーズ等の結果利用の変化に対応するもので

あり、おおむね適当と考えるが、調査結果の利活用や報告者負担の抑制や調査結果の利

活用促進等の観点からみて、必要かつ適切なものとなっているか等について確認する必

要がある。 

（論点） 

ａ これらの調査事項については、それぞれ具体的にどのような利活用を想定して設定

しているのか。また、それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものと

なっているか 

ｂ これらの調査事項について、現在の日誌類への記入においても、記入を求めている

ものか。これまでは、区分した記入を求めていなかったものの、今回、新たに把握す

ることとした事項はないか。また、これまでの記入に当たって、記入負担が重い、あ

るいは記入が困難なことなどから、把握が低調となっている調査事項はないか。 

ｃ 当該農畜産物の生産において、他の農畜産物の生産と兼用している場合、その使用

割合を把握するに当たって、収入割合や使用面積割合を目安として把握する方法は適

切か。 

ｄ これらの調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、調査結果の正

確性の確保等の観点から、改善の余地はないか。 
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（コ）作業別労働時間を把握する調査事項【全ての生産費調査票（個別経営体、組織法人

経営体の別及び農畜産物別に応じた調査事項を設定）】 

農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体・組織法人経営体）における農畜産物

の生産に係る作業種類別の労働時間の実態を明らかにするため、農産物に係る生産費

調査票においては、①個別経営体における家族及び雇用者の作業種類別労働時間、②

組織法人経営体における構成員及び雇用者の作業種類別労働時間、③支払賃金等を、

また、畜産物に係る生産費調査票においては、定型作業及び定型作業以外の作業種類

別の作業時間、②支払賃金を把握する調査事項を再編する。 

【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 
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【牛乳生産費調査の場合】 

【米生産費調査（組織法人経営体用）の場合】 
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（審査状況） 

ア 農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における当該農畜

産物の生産に要した作業種類別の労働時間の実態を明らかにするため、農産物に係る生

産費調査票においては、従来の現金出納帳、作業日誌及び経営台帳への記入に替えて、

以下の事項について品目別に把握する計画である。 

≪農産物に係る生産費調査票≫ 

①個別経営体

ⅰ）家族の世帯員別・作業種類別の労働時間

ⅱ）雇用者の男女別・作業種類別の労働時間

ⅲ）食用米の田植・収穫期間（米生産費統計調査票のみ）

ⅳ）支払賃金

②組織法人経営体

ⅰ）構成員の年齢階層別・作業種類別の延べ作業時間及び延べ人数

ⅱ）雇用者の作業種類別の延べ作業時間及び延べ人数

ⅲ）食用米の田植・収穫期間（米生産費統計調査票のみ）

ⅳ）支払賃金

≪畜産物に係る生産費調査票≫ 

①各農業従事者の定型作業（注１）の種類別の作業時間

②各農業従事者の定型作業以外（注２）の種類の作業時間

③支払賃金

（注１）飼料の調理・給与・給水、敷料の搬入・きゅう肥の搬出、その他の飼育作業をいう。 

（注２）集会への出席・技術習得・簿記記帳等の生産管理、自給飼料（牧草等）の生産、建物・自動車・
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農機具の修繕等の作業をいう。 

イ これらについては、報告者の記入負担抑制にも留意しつつ、効率的な調査の実施や調

査結果の正確性向上を図るとともに、施策ニーズ等の結果利用の変化に対応するもので

あり、おおむね適当と考えるが、調査結果の利活用や報告者負担の抑制や調査結果の利

活用促進等の観点からみて、必要かつ適切なものとなっているか等について確認する必

要がある。 

（論点） 

ａ これらの調査事項については、それぞれ具体的にどのような利活用を想定して設定

していのか。また、それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとな

っているか。 

ｂ これらの調査事項については、現在の日誌類への記入においても、記入を求めてい

るものか。これまでは、区分した記入を求めていなかったものの、今回、新たに把握

することとした事項はないか。また、これまでの記入に当たって、記入負担が重い、

あるいは記入が困難なことなどから、把握が低調となっている調査事項はないか。 

ｃ 個別経営体、組織法人経営体で雇用者の労働時間の把握内容が異なるのはなぜか。

また、米生産費統計調査票のみ、田植・収穫期間を把握する理由・必要性は何か。 

ｄ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観

点から、改善の余地はないか。 
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（サ）搾乳牛等の所有状況及び乳用牛の月齢別の飼育経費を把握する調査事項【牛乳生産

費調査票】 

牛乳を生産する農業経営体における搾乳牛の所有状況等の実態を明らかにするた

め、①農家団体コード、②搾乳牛の取引状況等、③乳用牛（後継牛）の月齢別の飼育

経費等を把握する調査事項を新設・再編する。 

【牛乳生産費調査票の場合】 
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（審査状況） 

ア 牛乳を生産する農業経営体における搾乳牛の所有状況等の実態を明らかにするため、

24



牛乳生産費調査票においては、従来の現金出納帳、作業日誌及び経営台帳への記入に替

えて、①牛トレーサビリティに登録している農家団体コード、②搾乳牛の個体識別番号、

購入・売却額、育成牧場への預託状況等、③搾乳牛（成牛）の飼育に要した飼料費や建

物の使用面積、作業時間に対し、乳用牛（後継牛）の月齢別にその飼養に要した飼料費

や建物の使用面積、作業時間の割合を把握する計画である。 

イ これらについては、報告者の記入負担抑制にも留意しつつ、効率的な調査の実施や調

査結果の正確性向上を図るとともに、施策ニーズ等の結果利用の変化に対応するもので

あり、おおむね適当と考えるが、調査結果の利活用や報告者負担の告者負担の抑制や調

査結果の利活用促進等の観点からみて、必要かつ適切なものとなっているか等について

確認する必要がある。 

（論点） 

ａ これらの調査事項については、それぞれ具体的にどのような利活用を想定して設定

しているのか。また、それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものと

なっているか。 

ｂ これらの調査事項については、現在の日誌類への記入においても、記入を求めてい

るものか。これまでは、区分した記入を求めていなかったものの、今回、新たに把握

することとした事項はないか。また、これまでの記入に当たって、記入負担が重い、

あるいは記入が困難なことなどから、把握が低調となっている調査事項はないか。 

ｃ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観

点から、改善の余地はないか。 
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